
 

4. 平成２９年度 うるま市立公民館の運営方針 

                                   うるま市立公民館 

１．公民館の目的（社会教育法第２０条） 

  公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種

の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の

増進に寄与することを目的とする。  

２．基本目標   

  ① 市民自ら学習する意欲と能力を培い、個性的で、心豊かな人間性の伸長をはかり、新しいコミュニ

ティの形成者としての資質の向上を目指す。 

  ② 自治公民館や関係機関、団体との緊密な連携のもとに、いつでも、誰でも、気軽に学習が受けられ

るように学習機会を拡充し、生涯学習の拠点としての役割、機能の充実を図る。 

３．運営方針   

   学習の場・いこいの場・語らいの場として市民が気軽に利用できて、親しまれるような施設としての

運営に努める。 

４．事業内容   

  
 

 

多種多様な学級・講座等を開設し、住民の

生活、文化の向上及び豊かな人間性を養う。 

 

（市立公民館講座） 

・３地区公民館において公民館講座の開設 

（成人及び親子講座等を含む） 

石川地区公民館・・・・５講座 

与那城地区公民館・・・５講座 

勝連地区公民館・・・・６講座 
 

（各種委託学級事業） 

・社会教育学級及び自治公民館講座の開設

奨励のため委託する。 

家庭教育学級 

高齢者学級 

婦人・女性学級 

自治公民館講座 

 

（モデル自治公民館指定事業） 

自治公民館の活性化を促す･･･２７講座 

 

（自主サークルの結成奨励） 

 

 

 

 

・事業計画書の作成、受講募

集の案内 

・各学級や講座等のまとめ、

報告書作成 

・サークル団体の支援 

・生涯学習推進に関する情報

収集と提供 

・うるま市自治公民館連絡協

議会補助事業 

・地域づくり助成等情報提供 

・公民館研究大会、研修会の

参加推進 

 

 

 

 

公民館運営審議委員会活

動の充実 

 

・職員研修の充実 

・施設の維持管理 

・ホール、研修室等の貸館 

・各種サークル、講演会、

研修会等の受け入れ 

②①学習機会の拡充 

 

新しいコミュニティの形成・豊かな人間性の伸長 

② ②関係団体との 

連携・情報提供 

 

③公民館施設・ 

    運営の充実 

 

４６団体 


